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環境省の脱炭素経営支援（主に中小企業関連）

脱炭素経営に関する
情報発信

SBT等の目標達成に向けた
行動計画の策定支援

⚫ サプライチェーン排出量の算定方法やSBT/RE100
の目標設定手法等に関する情報提供ウェブサイト（グ
リーン・バリューチェーンプラットフォーム）を運営。

⚫ 中小企業向けに、排出削減の行動計画の策定を個社別に支
援。その成果を踏まえ、脱炭素経営に取り組むメリットや行動計
画策定の手順をまとめた、脱炭素経営のハンドブックを提供。

設備導入補助等

⚫ 省CO2型設備や太陽光発電設備・蓄電池等
の導入支援補助事業

⚫ 株式会社脱炭素化支援機構による民間投資の
促進

エコアクション21による環境経営促進

⚫ 主として中小企業向けに総合的な環境マネジメントシステムを策定。
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グリーン・バリューチェーンプラットフォーム

◼ グリーン・バリューチェーンプラットフォーム（GVCPF）は、脱炭素経営に関する情報プラットフォーム。

◼ 中でも、「中長期排出削減目標等設定マニュアル」がPFにおいて導入的（目次的）役割を担う。

【GVCPFの構成】
• 算定をはじめる方へ
サプライチェーン排出量の概要や算定の大まかな流れを紹介。

• 算定時の参考資料
サプライチェーン排出量算定の基本ガイドラインや、算定に活用できる排出原単
位を掲載。排出量算定に関する問い合わせ先も掲載。

• 企業の取組事例

サプライチェーン排出量の算定事例や、中小企業を含めたSBT等の取組事例を

紹介。

• 国内の取組
企業間の情報共有・意見交換等を促進するネットワーク「脱炭素経営促進ネッ
トワーク」を運営・紹介するとともに、過年度の環境省の各種セミナーやフォーラム
についても掲載。また、「再エネ100宣言 RE Action」を紹介。

• 国際的な取組

「中長期排出削減目標等設定マニュアル」においてSBT/RE100といった

目標設定の手法を紹介するとともに、SBT/RE100の詳細資料を掲載。 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files
/GHG_target_settei_manual.pdf

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/index.html
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『中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック ー温室効果ガス削減目標を達成するためにー』

◼中小企業における中長期の排出削減計画の策定のため、中小企業が脱炭素経営に取り組むメリットを
紹介するとともに、省エネや再エネ活用など排出削減に向けた計画策定の検討手順を紹介。

◼中小企業の取組事例（環境省支援事業参加8社）も掲載。

【ハンドブック作成の背景】 【ハンドブックの内容】

• パリ協定や我が国の「2050年温室効果ガス排出量実質ゼロ」
宣言等、脱炭素社会の実現に向けた社会的機運が向上。

• グローバル企業を中心に、SBT/RE100やTCFD等の脱炭素
経営に向けた取組が急速に拡大。

• 中小企業にとっても、排出削減の取組は、光熱費・燃料費削
減といった経営上の「守り」の要素だけでなく、売上拡大や金融
機関からの融資獲得といった「攻め」の要素に。

• 自らの事業活動に伴う排出だけでなく、原材料・部品調達段
階や製品の使用段階も含めた排出量を削減する動きや、金
融機関の融資先の選定基準に気候変動対策の取組状況が
加わるケースが拡大。

第１部 中小企業による脱炭素経営のメリット
1.1 脱炭素経営によって期待されるメリット
1.2 事例紹介

第２部 脱炭素化に向けた削減計画の策定
2.1 脱炭素化に向けた基本的な考え方
2.2 脱炭素化に向けた計画策定の検討手順
2.3 ケーススタディ

参考資料
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工場・事業所における脱炭素化に向けた環境省の取組（省CO2型設備）

◼ 工場・事業所における、①CO2削減計画の策定、②省CO2型設備への更新を支援。
• 令和４年度予算37億円（工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業）

• 令和３年度補正予算30億円（グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業）

省CO2型設備更新の支援

CO2削減計画に基づく
設備更新・電化・燃料転換

CO2削減目標の達成

CO2削減計画に基づく
設備更新や運用改善等を実施し、
着実にCO2削減目標を達成

CO2削減計画の策定支援

CO2削減余地診断の結果に基づく
CO2削減目標・削減計画を策定

※中小企業等向け支援

「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業」のイメージ
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工場・事業所における脱炭素化に向けた環境省の取組（太陽光発電＋蓄電池）

◼ 工場・事業所における屋根や駐車場を活用した自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入等を支援。
• 令和４年度予算38億円、令和３年度補正予算113.5億円（PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業）

提供：株式会社加藤えのき

オンサイトPPA方式

提供：株式会社上田商会

リース方式 購入方式 （ソーラーカーポート）

提供：株式会社ベルク 提供：積水化学工業株式会社

※ 「オンサイトPPA」とは、発電事業者が、需要家の敷地内に太陽光発電設備を発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、
需要家が発電事業者に対して電力使用量に応じた電気料金を支払う仕組み。PPAとは、Power Purchase Agreement（電力購入契約）の略。

屋根太陽光 駐車場太陽光
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株式会社脱炭素化支援機構の設立による民間投資の促進について

環境省では、地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日国・地方脱炭素実現会議決定）に基づき、民間企業等による意欲
的な脱炭素事業への継続的・包括的な資金支援の一環として、前例に乏しい、認知度が低い等の理由から資金供給が難しい脱
炭素事業活動等に対する資金供給を行う株式会社脱炭素化支援機構の設立に向けて準備中。

再エネや省エネ、資源の有効利用等、
脱炭素社会の実現に資する効果的な事業

（想定事業イメージ例）
✓ FITによらない太陽光発電事業
✓ 地域共生・裨益型の再生可能エネルギー開発
✓ プラスチックリサイクル等の資源循環
✓ 食品・廃材等バイオマスの利用
✓ 森林保全と木材・エネルギー利用 等

支援対象

新組織の概要

資金供給手法
出資、メザニンファイナンス（劣後ローン

等）、債務保証 等

【名称】脱炭素化支援機構
【形態】株式会社（環境大臣認可）
【設置期限】2050年度まで

【令和4年度財政投融資】200億円
※令和４年５月２５日、根拠法となる地球温暖化対策推進法改正案が成立

（株）脱炭素化支援機構

出資・メザニン・
債務保証等

出資

金融機関・企業等

出資・融資

【エネ起CO2削減以外】

⚫資源循環

（廃棄物焼却CO2削減）

⚫森林吸収源対策

【エネルギー起源CO2削減】

⚫再エネ・省エネ設備

⚫再エネ・省エネ設備とその他

の設備を一体で導入する事業

⚫普及拡大段階の大規模事業

各種認可、監督命令
支援基準策定

環境大臣

投
資
分
野

金融機関・
企業等

財政投融資
（産業投資）

出資
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脱炭素化支援機構からの資金供給等のニーズ情報の収集について

◼ 機構の実効的な運営の準備として、機構からの資金供給を受ける資金ニーズの情報を幅広く収集します。機構から資金供給を受け
ることに関心のある方は、是非情報提供いただきたく、お願いします。（留意事項を確認のうえ、下記ページに掲載している様式に記
入し、メールでお送りください。）

◼ 締め切りは特に設定していませんので、設立までの間、随時情報を受け付けます。ただし、頂いた案件から順に拝見して、設立の準
備や検討の参考にさせていただきますので、可能な限り早期のご提出をお願いします。

◼ よろしければ、御社社内のみならず、関連企業や取引先などにも、資金供給手法の選択肢の一つとして御紹介いただければ、なお
幸いです。

【留意事項】
• 環境省において、機構設立後の実効的な運営の準備の一つとして情報収集を行うものであり、資金供給の事前審査ではなく、予断を与えるものでもありません。

➢ 逆に、回答者に対して、資金供給等を受けることを予め約することを求めるものでもありません。
➢ いただいた情報について、御返信できないことがありえます。あらかじめご了承ください。

・ 回答は、情報収集目的のみに使用します。
➢ 回答内容は、環境省担当部局および今後の準備の過程で脱炭素化支援機構の役職員になる予定の方及びPwCアドバイザリー合同会社（環境省「令和４年度脱炭素投資の加速化に向

けた調査検討委託業務」受託事業者）のみで共有します。
➢ 個別案件の内容が特定される形で同意なく外部に公表することはありません。

・ 事業構想段階等で、定量的な記載が難しい・記載できない欄がある場合でも、できる限り御記入・御提供いただければ、内容を拝見させていただきますので、そのような場合でも、
是非御連絡ください。

☆情報提供記入様式の掲載場所
https://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/post_167.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html

☆資料提出先メールアドレス zerocarbon-finance@env.go.jp
※資料提出時のメール件名は、次の通りとしてください。
【●●（会社名）】【◎◎（事業略称）】脱炭素化支援機構からの資金供給等のニーズ情報収集について

※機構に関して、地域の事業者、金融機関、自治体等の皆様を対象とした全国説明会を実施中
7/27（水）に岡山市にて開催、8/24（水）にさいたま市及びオンラインにて開催。詳細は、「株式会社脱炭素化支援機構に関する全国説明会」のwebページでご
確認ください。

https://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/post_167.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html
mailto:zerocarbon-finance@env.go.jp
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エコアクション21（EA21）

エコアクション21は、環境省が主として中小事業者に向けに策定した総合的な環境マネジメント
システムです。

全国で様々な事業者が認証・登録されています。

従業員100人以下の中小事業者が９割を占めますが、1,000名を超す
企業や大企業のサプライヤー企業、大学や自治体等も。

21%

40%

29%

7% 3%
規模別割合

10人以下

11人～30人

31人～100人

101人～300人

301人以上

35.0

%

25.0

%21.0

%

7.6%

2.3%

1.6%

0.3%0.3%7.0%
業種別割合

建設業・設備工事業
製造業
廃棄物処理・リサイクル業
卸売業・小売業
自動車整備業
運輸業・倉庫業
金融業・保険業
自治体・行政機関等
その他

⚫中小事業者でも容易、かつ効果的・効率的にPDCAサイクルによる環境経営に取り組むことが
できます。

－把握する環境負荷項目や取り組むべき活動が決まっています。

⚫環境経営レポートの作成と公表を通じて様々な関係者との対話を行うことにより，社会的信頼
が高まり，自社の企業価値が向上します。

⚫ガイドラインに基づく認証・登録制度があります。審査の一部として、認証・登録事業者は、
取組レベルを向上させるための助言を受けることができます。
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エコアクション21認証・登録制度

審査員

地域事務局 中央事務局

○地域事務局：3６箇所
○審査員：約560人
環境のほか、中小企業診断士などの
中小事業者の経営に関係する資格を
持った審査員もいます。

環境経営体制を構築･運
用出来るようになれば、
自主的な運用でも費用
削減等のメリットを継
続して享受できます。

認証・登録のお問い合わせは、各地域事務局まで
https://www.ea21.jp/inquiry/contact/

【認証・登録までの流れ】

【認証・登録期間/費用】
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エコアクション21に取り組むメリット
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【参考】日本商工会議所 2050年カーボンニュートラル実現に向けたクリーンエネルギー戦略に対する意見［概要］
（2022年5月12日）抜粋
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クリーンエネルギー戦略 中間整理（2022年5月13日）（抜粋）




